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株主優待制度導入に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月７日開催の取締役会において、下記のとおり、株主優待制度の導入に

ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

１．株主優待制度導入の目的 

   株主の皆様の日ごろのご支援に感謝するとともに、当社株式の魅力を高め、中長期に渡り

当社株式を保有していただくことを主な目的として、株主優待制度を導入いたします。 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象となる株主様 

   毎年３月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 100 株（１単元）以上を

保有する株主様を対象とします。 

（２）優待内容 

   保有株数 100 株以上の株主様にクオカード 1,000 円分を贈呈いたします。 

（３）贈呈時期 

   定時株主総会終了後の６月下旬にお送りする「ネツレンレポート」、「定時株主総会決議ご

通知」に同封する予定です。 

（４）開始時期 

   平成 30 年３月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 100 株（１単元）

以上を保有する株主様を対象に開始いたします。 

以上 


